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９月定例市議会開く

・
質
問　

来
年
度
か
ら
四
年
間
使

用
さ
れ
る
義
務
教
育
の
教
科
書
が

決
定
し
た
が
、
次
の
点
に
つ
い
て

伺
い
た
い
。

①
四
年
前
と
比
較
し
て
、
理
科
、

数
学
、
社
会
の
教
科
書
に
ゆ
と
り

教
育
是
正
の
努
力
が
み
ら
れ
る
か
。

②
性
教
育
に
つ
い
て
、
倫
理
的
、

精
神
的
な
面
が
希
薄
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
が
、
見
解
は
。

③
扶
桑
社
の
中
学
歴
史
教
科
書
に

対
す
る
感
想
、
考
え
方
は
ど
の
よ

う
か
。

・
答
弁
（
教
育
長
）

①
平
成
十
四
年
度
に
教
科
用
図
書

検
定
基
準
の
改
正
が
あ
り
、
児
童

生
徒
の
理
解
を
深
め
、
興
味
・
関

心
に
応
じ
て
学
習
で
き
る
よ
う
、

発
展
的
な
学
習
内
容
が
教
科
書
に

記
述
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

今
回
採
択
に
な
っ
た
教
科
書
は
、

理
科
、
数
学
、
社
会
は
も
と
よ
り
、

ど
の
教
科
に
お
い
て
も
、
発
展
的

な
学
習
内
容
の
記
述
や
練
習
問
題

の
増
加
な
ど
の
工
夫
が
な
さ
れ
て

い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

②
性
教
育
に
関
し
て
は
、
情
報
を

正
し
く
判
断
し
、
責
任
あ
る
行
動

を
と
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
、

自
分
や
相
手
を
大
切
に
す
る
こ
と

な
ど
標
準
的
な
内
容
で
、
倫
理
的

な
面
か
ら
も
誤
解
を
生
じ
る
こ
と

な
く
性
を
受
け
と
め
、
大
切
に
す

る
た
め
の
学
習
が
で
き
る
よ
う
工

夫
さ
れ
て
い
る
。

　

性
教
育
を
進
め
る
に
当
た
っ
て

そこが…

聞きたい
市政に
対する 一般質問

は
、
学
習
指
導
要
領
に
の
っ
と
り
、

児
童
・
生
徒
の
発
達
段
階
に
沿
っ

た
時
期
と
内
容
で
実
施
す
る
こ
と
、

保
護
者
や
地
域
の
理
解
を
得
な
が

ら
進
め
る
こ
と
、
個
々
の
教
員
が

そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
で
進
め
る
の
で

は
な
く
、
学
校
全
体
で
共
通
理
解

を
持
っ
て
実
施
す
る
こ
と
の
三
点

を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
、
各
学

校
へ
指
導
し
て
い
き
た
い
。

③
中
学
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
は
、

今
回
、
八
社
の
教
科
書
が
採
択
の

対
象
に
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
扶

桑
社
の
中
学
歴
史
教
科
書
は
戦
争

に
つ
い
て
の
考
え
方
や
記
述
が
社

会
的
な
話
題
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
教
科
書
も

教
科
用
図
書
と
し
て
検
定
を
受
け

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市

町
村
教
育
委
員
会
で
慎
重
な
審
議

が
な
さ
れ
た
う
え
で
採
択
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

本
教
育
委
員
会
に
お
い
て
も
、

適
正
な
採
択
の
手
順
に
従
い
、
公

正
か
つ
適
切
な
採
択
を
行
っ
た
と

認
識
し
て
い
る
。

　
審
議
案
件
と

そ
の
結
果　

    　
 
（
九
月
定
例
市
議
会
）

▽
議
員
提
出
議
案

◎
十
月
四
日　

原
案
可
決

議
第
六
号
議
案　

羽
生
市
議
会
委
員

会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
第
七
号
議
案　

特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

議
第
八
号
議
案　

石
綿
対
策
を
国
に

求
め
る
意
見
書

▽
市
長
提
出
議
案

◎
九
月
十
三
日　

承
認
・
原
案
可
決

議
案
第
六
十
二
号　

専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議
案
第
七
十
三
号　

羽
生
市
体
育
館

条
例
及
び
羽
生
市
都
市
公
園
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
七
十
九
号　

埼
玉
県
利
根
広

域
行
政
推
進
協
議
会
を
設
け
る
地

方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
同

協
議
会
の
規
約
変
更
に
つ
い
て

議
案
第
八
十
号　

埼
玉
県
市
町
村
職

員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及
び
同

組
合
の
財
産
処
分
に
つ
い
て

議
案
第
八
十
一
号　

埼
玉
県
市
町
村

職
員
退
職
手
当
組
合
を
組
織
す
る

地
方
公
共
団
体
の
数
の
増
加
及
び

同
組
合
の
規
約
変
更
に
つ
い
て

議
案
第
八
十
二
号　

埼
玉
県
都
市
競

艇
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

議
案
第
八
十
三
号　

埼
玉
県
市
町
村

消
防
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る

地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
、
同

組
合
の
規
約
変
更
及
び
財
産
処
分

に
つ
い
て

議
案
第
八
十
四
号　

埼
玉
県
市
町
村

消
防
災
害
補
償
組
合
を
組
織
す
る

９
ペ
ー
ジ
へ
続
く

　

平
成
十
七
年
九
月
定
例
市
議
会
は
、
九
月
十
三
日
か
ら
十
月
四
日
ま
で
の
二
十
二
日
間
の

会
期
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

市
長
か
ら
は
、
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
や
十
六
年
度
の
各
会
計
決

算
な
ど
三
十
五
議
案
が
提
出
さ
れ
、
議
員
か
ら
は
、
議
案
三
件
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
承

認
・
可
決
・
認
定
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
議
案
件
名
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
た
、
今
期
定
例
会
に
お
け
る
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問
は
、
十
一
名
の
議
員
に
よ
っ
て

三
日
間
に
わ
た
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

教
科
書
採
択
協
議
会

　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

渡
辺　

勝
司
議
員


